
２０２４嶺南誘客キャンペーン企画運営業務委託仕様書（案） 

 

 

１ 業務名 

2024嶺南誘客キャンペーン企画運営業務 

 

２ 事業目的 

令和６年春の北陸新幹線敦賀開業のチャンスを捉え、新幹線設置駅（敦賀駅）から

嶺南全域へ開業効果を最大化するために、開業から１年間、嶺南全域へ誘客する「嶺

南誘客キャンペーン」を開催する。 

本事業は、令和４年度に策定した 2024 嶺南誘客キャンペーン基本計画に基づき、

映像制作、広報宣伝、周遊企画などを展開し、嶺南地域を一体的に売り込むことで、

地元の盛り上がりと持続的に誘客できる仕組みを構築する。 

 

３ 契約上限額 

   ８８，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

４ 契約期間 

   契約締結日から令和６年３月３１日（日）まで 

 

  

５ 業務内容 

基本計画に基づき、映像制作、広報宣伝、周遊企画などの実施とそれらの総合調整を

行い、首都圏へのプロモーションを実施するとともに、北陸新幹線敦賀開業にあわせて

キャンペーンの開催をすること。 

以下（１）から（７）の業務にかかる費用については受託者が負担するものとす

る。 

 

（１）実施スケジュールの作成（基本計画書P5参照） 

以下（２）から（７）の業務実施スケジュールを作成すること。 

 

   （２）プロモーション用動画等の制作（基本計画書P5～8参照） 

プロモーションで使用する四季ごとの映像（YouTube・SNS、Instagram、観

光冊子等）の撮影・編集・制作を行うこと。 

 

※四季ごとの取材コンテンツ（案）は別紙１のとおり 

 



【映像制作の項目】 

① YouTube【広告動画】、Instagram【広告動画】 

四季ごとのピックアップコンテンツを映像化し、広告動画を制作 

配信時期：令和６年２月頃   

    

② インフルエンサー、メディアタイアップ 

インスタグラマーや旅系 WEBメディアを選定し、タイアップ記事/投稿

を制作 

配信時期：令和６年２月頃 

 

③ 四季の観光情報をまとめた冊子を作成・配布すること 

 想定仕様：A５サイズ、４色印刷、４０P（春夏と秋冬版 各５万部） 

配布時期：令和５年１０月頃 概要リーフレット（８P）配布 

     令和６年２月頃  春夏版冊子 

     令和６年８月頃  秋冬版冊子 

 

   （３）公式ＰＲサイトの構築（基本計画書P5掲載「青々吉日」特設サイト） 

       「青々吉日」のコンセプトに沿って、四季の観光コンテンツをメインテー

マとサブテーマに分けて紹介するサイトを構築すること。（２）で制作する

広告動画やキャンペーン企画、嶺南エリアの周辺情報なども掲載すること。 

       主な構成：キャンペーン告知、首都圏ＰＲ、四季の広告 

       実施時期：令和６年２月頃 サイト開設 

 

（４）首都圏プロモーションの実施（基本計画書P5～9参照） 

       誘客コンセプトの下、再編（制作）した映像コンテンツ・各種メディア等

を活用し、首都圏へ発信すること。 

       展開方法：プレスツアー、屋外広告、Instagram、YouTube、インフルエン

サー、WEBメディアタイアップ など 

配信時期：令和６年２月頃  

 

（５）旅・体験施策の展開（基本計画書P10～13参照） 

     ①新幹線敦賀開業に向けて、地元団体等が新規に実施する、または拡充す

るイベント企画を募集し、特典等を付与することで参加意欲を促し、地

元の盛り上げを図ること。 

 

 



    ②青々吉日TSURUGA WAKASA公式インスタグラムのアカウント立上げ、コン

セプトやテーマに沿った投稿を行うこと。 

     ※四季ごとの取材コンテンツ（案）は別紙２のとおり 

     【投稿計画】 

      フィード／リール投稿：週３回、リポスト投稿：週１回 

ストーリーズ投稿：月２回 

     実施時期：令和５年１０月頃 投稿開始 

 

③四季の観光情報をまとめた冊子を作成・配布すること【再掲】 

想定仕様：A５サイズ、４色印刷、４０P（春夏と秋冬版 各５万部） 

配布時期：令和５年１０月頃 概要リーフレット（８P）配布 

令和６年２月頃  春夏版冊子 

     令和６年８月頃  秋冬版冊子 

 

（６）人とつながる施策（基本計画書P14～16参照） 

    ①共創文化創出プロジェクトの実施 

SHIBUYA QWS（首都圏コワーキングスペース）に集まる人材と嶺南プ 

レーヤーとの交流を促し、地域課題を解決するための基盤づくりを 

図ること。 

 

②関係人口創出プロジェクトの実施 

  「おてつたび」への地元受入事業者の参加・登録を促し、地域で働き 

たい若者との交流を図ること。 

 

（７）周遊企画（基本計画書P17～20参照） 

    ①食・土産専用サイトの構築・運用 

     「ふくいドットコム」（福井県観光連盟公式サイト）や「若狭ＯＮＥ 

ｗｅｂ」（若狭湾観光連盟公式サイト）と連携した食・土産サイトを 

構築すること。サイトにおいて、嶺南の食材や郷土料理を紹介し、そ 

の料理が味わえる店舗の情報を提供すること。 

【主な構成】食材・料理紹介（３０種程度） 

飲食店紹介（３００店舗程度） 

お土産紹介（２５種程度） 

特集コンテンツ（四季ごと） 

       実施時期：令和６年２月頃 サイト構築  

 



②デジタルスタンプラリー企画（食・寺社仏閣） 

令和６年度に実施するスタンプラリー企画の実施に向けた調整を図る 

こと。 

【ＤＣ向け】寺社仏閣デジタルスタンプラリー 

【冬季向け】食のデジタルスタンプラリー 

 

６ 実績報告書 

受託者は、下記について報告書を作成し、期限までに福井県嶺南振興局若狭企画振興

室に提出し、検査を受けるものとする。 

・中間報告書（期限：９月３０日） 「青々吉日」キックオフ映像（リリース用） 

・実績報告書（期限：１月３１日） 首都圏プロモーション映像（開業用） 

      （期限：３月３１日） 業務報告書 

 

７ 留意事項 

（１）本仕様書は、今後、受託者に対して業務の具体的な実施方法等について提案を求め

たうえで、その内容を適切に反映した仕様書に変更されることがある。 

（２）本事業に関する事項について、機密を厳守し、無断で他に漏らしたり、利用しては

ならない。 

（３）事業履行の成果について生じた著作権は、第三者から利用許諾を受けて使用する

ものを除き、2024嶺南誘客キャンペーン実行委員会に帰属するものとする。 

（４）受託者は、著作権、特許権、その他日本国又は外国の法令に基づき保護される第三

者の権利の対象となっているものを使用する場合、その使用に関する一切の責任を

負わなければならない。 

（５）受託者は事業を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、その損害の賠償

を行うものとする。 

（６）その他、本仕様書に記載のないことや本仕様書に記載の内容に疑義が生じた場合

は、2024嶺南誘客キャンペーン実行委員会と受託者が協議して決定するものとする。 



 

 

 



 


